
   平塚市水道法施行細則 

 （趣旨） 

第１条 水道法（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」という。）の施行に関し、水道法

施行令（昭和３２年政令第３３６号）及び水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５

号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。 

 （専用水道布設工事確認の申請） 

第２条 法第３２条の規定による確認の申請は、専用水道布設工事確認申請書（第１号様

式）により行うものとする。 

 （確認申請書記載事項変更の届出） 

第３条 法第３３条第３項の規定による届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変

更届（第２号様式）により行うものとする。 

 （給水開始の届出） 

第４条 法第３４条第１項において準用する法第１３条第１項の規定による届出は、給水

開始届（第３号様式）により行うものとする。 

 （水道技術管理者設置等の報告） 

第５条 専用水道の設置者は、法第３４条第１項において準用する法第１９条第１項の規

定により水道技術管理者を設置したときは、速やかに、水道技術管理者設置報告書（第

４号様式）により市長に報告しなければならない。 

２ 専用水道の設置者は、水道技術管理者を変更したときは、速やかに、水道技術管理者

変更報告書（第５号様式）により市長に報告しなければならない。 

 （水質検査結果書の提出） 

第６条 専用水道の設置者は、法第３４条第１項において準用する法第２０条第１項の規

定により水質検査を行ったときは、速やかに、水質検査結果書を市長に提出しなければ

ならない。 

 （記録作成の様式） 

第７条 法第３４条第１項において準用する法第２０条第２項の規定による記録は、第６

号様式に準じて作成するものとする。 

 （給水の緊急停止の報告） 

第８条 専用水道又は簡易専用水道の設置者は、法第３４条第１項において準用する法第



２３条第１項又は省令第５５条第４号の規定により給水の緊急停止を行ったときは、給

水緊急停止報告書（第７号様式）により、直ちに、市長に報告しなければならない。 

 （業務委託開始等の届出） 

第９条 法第３４条第１項において準用する法第２４条の３第２項の規定による業務を委

託したときの届出は業務委託開始届（第８号様式）により、業務に係る契約が効力を失

ったときの届出は業務委託契約失効届（第９号様式）により行うものとする。 

 （専用水道の廃止の届出） 

第１０条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに、専用水道廃止届

（第１０号様式）により市長に届け出なければならない。 

 （簡易専用水道の設置の届出） 

第１１条 簡易専用水道を設置した者は、速やかに、その旨を簡易専用水道設置届（第１

１号様式）により市長に届け出なければならない。 

 （簡易専用水道の変更の届出） 

第１２条 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道設置届の記載事項（次に掲げる事項に

限る。）に変更を生じたときは、速やかに、簡易専用水道変更届（第１２号様式）により

市長に届け出なければならない。 

（１） 建築物の名称 

（２） 設置者の住所及び氏名（法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地、名称

及び代表者の氏名） 

 （簡易専用水道の廃止の届出） 

第１３条 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道を廃止したときは、速やかに、その旨

を簡易専用水道廃止届（第１３号様式）により市長に届け出なければならない。 

 （委任）  

第１４条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

１ この規則は、平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この規則の施行日前に神奈川県水道法施行細則（昭和５５年神奈川県規則第４０号）

の規定により神奈川県知事が行った確認その他の行為又は神奈川県知事に対して行われ

た申請その他の行為で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則の相当



規定によりなされたものとみなす。 


